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令和７年(２０２５年)６月１０日 

厚  生  委  員  会  資  料 

健 康 福 祉 部 障 害 福 祉 課 

 

（第６２号議案） 

 

中野区障害者福祉作業施設条例等の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援

法」という。）第５条第１３項に、新たに創設された障害福祉サービスである「就労選択支

援」に関する条文が規定された。これにより、障害者総合支援法第５条第１３項から第２

８項までの項番が、１番ずつ繰り下がることとなったため、条例において同条を引用して

いる箇所を改める必要がある。 

 

２ 新旧対照表 

 

中野区障害者福祉作業施設条例新旧対照表 

改正案 現行 

（設置） （設置） 

第１条 就労の機会が限られている障害者

の自立の助長と福祉の向上を図ることを

目的として、障害者の家族の団体及び障

害福祉サービス事業（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第７項に規定する生活介護、同条第１４

項に規定する就労移行支援又は同条第１

５項に規定する就労継続支援を行う事業

をいう。以下同じ。）を運営する団体の使

用に供するため中野区障害者福祉作業施

設（以下「作業施設」という。）を設置す

る。 

第１条 就労の機会が限られている障害者

の自立の助長と福祉の向上を図ることを

目的として、障害者の家族の団体及び障

害福祉サービス事業（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第７項に規定する生活介護、同条第１３

項に規定する就労移行支援又は同条第１

４項に規定する就労継続支援を行う事業

をいう。以下同じ。）を運営する団体の使

用に供するため中野区障害者福祉作業施

設（以下「作業施設」という。）を設置す

る。 

第２条～第９条 （略） 第２条～第９条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 
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中野区立弥生福祉作業所条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（事業） （事業） 

第２条 施設は、前条の目的を達成するた

め、次に掲げる事業を行う。 

第２条 施設は、前条の目的を達成するた

め、次に掲げる事業を行う。 

⑵  （略） ⑵  （略） 

⑵ の２ 法第５条第１４項に規定する

就労移行支援に関する事業 

⑵ の２ 法第５条第１３項に規定する

就労移行支援に関する事業 

⑵ 法第５条第１５項に規定する就労継

続支援に関する事業 

⑵ 法第５条第１４項に規定する就労継

続支援に関する事業 

⑶ （略） ⑶ （略） 

（利用対象者） （利用対象者） 

第３条 施設を利用することができる者

は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

第３条 施設を利用することができる者

は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

⑵  法第１９条第１項の規定による介

護給付費（法第５条第７項に規定する

生活介護に係るものに限る。次条にお

いて同じ。）又は訓練等給付費（法第

５条第１４項に規定する就労移行支

援又は同条第１５項に規定する就労

継続支援に係るものに限る。次条にお

いて同じ。）の支給決定を受けた者 

⑵  法第１９条第１項の規定による介

護給付費（法第５条第７項に規定する

生活介護に係るものに限る。次条にお

いて同じ。）又は訓練等給付費（法第

５条第１３項に規定する就労移行支

援又は同条第１４項に規定する就労

継続支援に係るものに限る。次条にお

いて同じ。）の支給決定を受けた者 

⑵ （略） ⑵ （略） 

第４条～第１１条 （略） 第４条～第１１条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

 

中野区仲町就労支援事業所条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（事業） （事業） 

第２条 施設は、前条の目的を達成するた

め、次に掲げる事業を行う。 

第２条 施設は、前条の目的を達成するた

め、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７

⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７
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年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５条第１４項に規定する就労移行支

援 

年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５条第１３項に規定する就労移行支

援 

⑵ 法第５条第１５項に規定する就労継

続支援 

⑵ 法第５条第１４項に規定する就労継

続支援 

⑶ （略） ⑶ （略） 

第３条～第１２条 （略） 第３条～第１２条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 


